別表第2(第6条関係)
吏員昇任試験受験資格基準
学歴区分
経歴



在職年数
経験年数

新大旧大卒
6月以上


短大旧高専卒
2年以上


新高卒
4年以上
5年以上(ただし、在職年数2年以上を有すること。)

旧中5卒
5年以上
6年以上(〃　)

旧中4卒
6年以上
7年以上(〃　)

新中旧乙中卒
7年以上
8年以上(〃　)

旧高小卒
8年以上
9年以上(〃　)

小卒
10年以上
11年以上(〃　)

